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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モータと、
　該モータに駆動信号を印加することで可動部を移動させる駆動回路と、
　前記可動部の基準位置を検出するための基準位置情報、および、前記モータの回転むら
に基づく前記モータの振動を検出するための振動情報を出力する出力手段と、
　該出力手段から出力される情報に基づいて前記駆動手段を制御する制御手段と、を有す
る駆動装置であって、
　前記出力手段は、発光素子と受光素子と、該発光素子と該受光素子との間に配置され、
前記可動部と一体的に移動する遮光部を備え、
　前記遮光部は、前記遮光部の移動に対する前記出力手段の出力が第１の変化率となる第
１の領域と、前記遮光部の移動に対する前記出力手段の出力が第１の変化率よりも小さい
第２の変化率となる第２の領域を有し、
　前記制御手段は、前記第１の領域における前記出力手段の出力を前記基準位置情報とし
て前記基準位置を検出し、前記第２の領域における前記出力手段の出力を前記振動情報と
して、該振動情報に基づいて前記モータの振動量が低減されるように前記駆動信号を補正
することを特徴とする駆動装置。
【請求項２】
　前記制御手段は、前記可動部が一定の速度で移動している間、所定の時間間隔ごとに前
記振動情報を取得し、前記振動情報の出力の変化率が一定になるように前記駆動信号を補
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正することを特徴とする請求項１に記載の駆動装置。
【請求項３】
　前記モータはステッピングモータであることを特徴とする請求項１または２に記載の駆
動装置。
【請求項４】
　前記制御手段は、前記ステッピングモータに印加する各相の励磁信号の位相を補正する
ことを特徴とする請求項３に記載の駆動装置。
【請求項５】
　前記制御手段は、前記ステッピングモータに印加する各相の励磁信号の振幅を補正する
ことを特徴とする請求項３に記載の駆動装置。
【請求項６】
　前記制御手段は、前記可動部の基準位置を検出するための初期化処理を行う間に、前記
振動情報を取得することを特徴とする請求項３乃至５のいずれか１項に記載の駆動装置。
【請求項７】
　請求項１乃至６のいずれか１項に記載の駆動装置を有することを特徴とする光学機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、モータ振動量を補正して低減させる駆動装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、撮像装置におけるレンズ駆動手段として、ステッピングモータが採用されている
。ステッピングモータは、入力パルス信号の数により回転角度が決定され、また、周波数
により回転速度が決定される。また、角度誤差が累積されないという利点がある。
【０００３】
　しかしながら、ステッピングモータには、回転振動が大きいという問題がある。回転振
動の原因としては、大きく２つが挙げられる。一つの振動原因は、励磁パルスに追従する
際のロータのトルクリップル振動である。ステッピングモータの励磁パルスに応答する振
動運動を軽減する励磁方式として、例えば特許文献１に開示されているようなマイクロス
テップ駆動方式が知られている。これは、ステッピングモータの各巻線に流す励磁電流を
それぞれ正弦波形状、および余弦波形状になるよう制御して、１ステップの間を多段階に
分割することで振動低減を図る方式であり、回転振動の低減策として一般的に実用化され
ている技術である。もう一つの振動原因は、モータ個々の製造誤差による回転むらである
。例えば特許文献２は、モータ個々の製造誤差による回転むらに起因した振動を低減する
モータ制御装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特公平０８－００８７９６号公報
【特許文献２】特許第２９１８１８３号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献２に開示された技術では、ステッピングモータ毎に、複数の各
相間の角度誤差量に基づくランクを予め求めておく必要がある。角度誤差量は、例えば、
ステータ極歯の配置寸法を精密スケール等で計測する方法や実際にモータを駆動した状態
で振動量を測定することで算出される。しかし、いずれの方法でもモータ個体の誤差ラン
クを測定するための工具や工数が必要となり、コストアップとなる。
【０００６】
　また、モータの誤差ランクを一定の値に定めるため、経時変化によりステッピングモー
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タの特性が変化した場合でも、その変化分は補正対象とはならない。このため、モータ特
性に対して常に最適な補正値を適用することができない。
【０００７】
　また特許文献２では、制御対象となるステッピングモータのランクに対応して予め記憶
手段に記憶してある補正値を読み出し、各相励磁電流の位相を調整する。このように記憶
手段が必要となるため、システム構成が複雑化する。また、製品生産工程において、特定
のモータ制御装置にどのような特性を有するモータが組込まれたかについて、関連付け管
理を行う必要があるため管理工数が発生し、モータ交換時には新モータの誤差ランク情報
を製品本体へ再登録する必要が生じる。
【０００８】
　そこで本発明は、低コストでモータ振動に対する最適な補正制御が可能なモータ制御装
置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明の一側面としてのモータ制御装置は、モータと、該モータに駆動信号を印加する
ことで可動部を移動させる駆動回路と、前記可動部の基準位置を検出するための基準位置
情報、および、前記モータの回転むらに基づく前記モータの振動を検出するための振動情
報を出力する出力手段と、該出力手段から出力される情報に基づいて前記駆動手段を制御
する制御手段と、を有する駆動装置であって、前記出力手段は、発光素子と受光素子と、
該発光素子と該受光素子との間に配置され、前記可動部と一体的に移動する遮光部を備え
、前記遮光部は、前記遮光部の移動に対する前記出力手段の出力が第１の変化率となる第
１の領域と、前記遮光部の移動に対する前記出力手段の出力が第１の変化率よりも小さい
第２の変化率となる第２の領域を有し、前記制御手段は、前記第１の領域における前記出
力手段の出力を前記基準位置情報として前記基準位置を検出し、前記第２の領域における
前記出力手段の出力を前記振動情報として、該振動情報に基づいて前記モータの振動量が
低減されるように前記駆動信号を補正する。
【００１１】
　本発明の他の側面としての光学機器は、前記モータ制御装置を有し、前記可動部はズー
ムレンズまたはフォーカスレンズである。
【００１２】
　本発明の他の目的及び特徴は、以下の実施例において説明される。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、低コストでモータ振動に対する最適な補正制御が可能なモータ制御装
置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】実施例１における撮像装置（光学機器）の構成図である。
【図２】実施例１におけるステッピングモータを側面からカットした状態で内部を可視化
した図である。
【図３】実施例１におけるステータおよびロータの磁極位置の説明図である。
【図４】実施例１におけるレンズ位置検出センサの構成図である。
【図５】実施例１におけるレンズ位置検出センサの構成図である。
【図６】実施例１において、レンズ基準位置およびレンズ振動状態の両方を検出するレン
ズ位置検出センサの構成図である。
【図７】実施例１における撮像装置によるレンズ基準位置の検出動作を示すフローチャー
トである。
【図８】実施例１における撮像装置によるステッピングモータの駆動信号の補正動作を示
すフローチャートである。
【図９】実施例１における撮像装置による駆動波形補正による振動低減特性である。
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【図１０】実施例１における撮像装置による駆動波形補正による振動低減特性である。
【図１１】実施例２における撮像装置によるステッピングモータの駆動信号の補正動作を
示すフローチャートである。
【図１２】実施例２におけるレンズ位置検出センサの構成図である。
【図１３】実施例１におけるフォトインターラプタの出力とレンズ位置の関係図である。
【図１４】実施例２におけるフォトインターラプタの出力とレンズ位置の関係図である。
【図１５】実施例３における周波数帯域フィルタのブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施例について、図面を参照しながら詳細に説明する。各図において、
同一の部材については同一の参照番号を付し、重複する説明は省略する。
【実施例１】
【００１６】
　まず、図１乃至図１０、および、図１３を参照して、本発明の実施例１におけるモータ
制御装置について説明する。本実施例のモータ制御装置は、ステッピングモータを備え、
各相に与える駆動信号の補正を行うことによりモータの振動を低減させる。本実施例のモ
ータ制御装置は、図１に示されるように、ズームレンズ駆動機構としてレンズ位置検出セ
ンサおよびステッピングモータを用いた撮像装置（光学機器）のモータ制御部に適用され
るが、これに限定されるものではない。例えば本実施例のモータ制御装置は、光学機器と
しての交換レンズにも適用可能である。
【００１７】
　本実施例の撮像装置は、ズームレンズ側にレンズの位置を検出するレンズ位置検出セン
サを配置し、レンズを移動させる駆動源としてステッピングモータを用いる。そして第１
の処理として、レンズ位置検出センサから得られるレンズ基準位置情報に基づいてレンズ
の基準位置を検出する。また第２の処理として、レンズ位置検出センサから得られるレン
ズ位置の移動量情報に基づいてレンズの振動量を検出し、レンズの振動量が小さくなるよ
うにステッピングモータの各相に与える駆動信号を補正する。このような補正により、ス
テッピングモータから発生する回転振動を低減し、レンズの駆動音の静音化を行う。
【００１８】
　以下、図１を参照して、本実施例における撮像装置の構成及び動作について詳述する。
【００１９】
　＜撮像装置の構成＞
　図１は、本実施例における撮像装置１００の構成図である。本実施例は、レンズ位置制
御装置をビデオカメラなどの撮像装置に適用した場合について説明する。撮像装置１００
は、被写体像の入射方向から順に、フィールドレンズ１０１、変倍レンズとしてのズーム
レンズ１０２、光量を調節する絞りユニット１１４、アフォーカルレンズ１０３、および
合焦レンズとしてのフォーカスレンズ１０４を含む撮像光学系を有する。このようにフォ
ーカスレンズ１０４が被写体側から見て後ろ側に配置されるレンズ構成はリアフォーカス
レンズと呼ばれ、ビデオカメラやコンパクトデジタルカメラなどで一般的に用いられてい
る。１１６は、撮像光学系により形成された被写体像を光電変換するＣＣＤセンサやＣＭ
ＯＳセンサなどの撮像素子である。
【００２０】
　ズームレンズ１０２とフォーカスレンズ１０４はそれぞれ、レンズ保持枠１０５、１０
６により保持されている。レンズ保持枠１０５、１０６は、不図示のガイド軸により光軸
方向に移動可能に構成されている。またレンズ保持枠１０５、１０６にはそれぞれ、ラッ
ク１０５ａ、１０６ａが取り付けられている。ラック１０５ａ、１０６ａは、ステッピン
グモータ１０７、１０８の出力軸であるスクリュー軸１０７ａ、１０８ａ（ネジ軸）のス
クリュー部（ネジ部）に噛み合っている。ステッピングモータ１０７、１０８が駆動され
てスクリュー軸１０７ａ、１０８ａが回転することで、スクリュー軸１０７ａ、１０８ａ
とラック１０５ａ、１０６ａとの噛み合い作用によりレンズ保持枠１０５、１０６が光軸
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方向（図中の矢印方向）に駆動される。ステッピングモータ１０７、１０８はそれぞれ、
駆動パルスに同期してズームレンズ１０２およびフォーカスレンズ１０４（可動部）を移
動させるモータである。ステッピングモータ１０７、１０８は、後述の駆動回路１１９、
１２０ととともに、ズームレンズ１０２およびフォーカスレンズ１０４を移動させる駆動
手段を構成する。駆動手段としてのステッピングモータ１０７、１０８は、発光素子２０
１および受光素子２０２、または、発光素子２０１と受光素子２０２との間に配置された
遮光部１０５ｂ（１０６ｂ）が固定されたフォーカスレンズ１０４（可動部）を移動させ
る。
【００２１】
　続いて、マイクロプロセッサ１１１（制御手段）は、不図示の電源スイッチ、録画スイ
ッチ、操作手段としてのズームスイッチなどのスイッチからの入力に応じて、撮像装置１
００の動作全体の制御を司る。マイクロプロセッサ１１１内に設けられた内部メモリ１１
２には、ズームレンズ１０２の基準位置に対する望遠側および広角側の位置（テレ端およ
びワイド端）が記憶されている。また、フォーカスレンズ１０４の基準位置に対しては、
物体距離とズームレンズ１０２の位置とで決定される位置データが、ステッピングモータ
１０８の回転量に対応したステップ数として記憶されている。
【００２２】
　ステッピングモータ１０７、１０８はそれぞれ、駆動回路１１９、１２０により駆動さ
れる。駆動回路１１９、１２０はそれぞれ、マイクロプロセッサ１１１から入力される駆
動信号に応じてステッピングモータ１０７、１０８を駆動する。すなわち、撮像光学系の
変倍動作およびこれに伴う合焦動作は、ビデオカメラなどで一般的に用いられているカム
軌跡データを利用した電子カム方式により、ステッピングモータ１０７、１０８を制御す
ることで行われる。このように、マイクロプロセッサ１１１は、駆動手段に駆動信号を与
えて駆動手段を制御する。
【００２３】
　絞りユニット１１４は、絞り羽根１１４ａ、１１４ｂを備えて構成される。絞り羽根１
１４ａ、１１４ｂの状態は、ホール素子１１５により検出され、増幅回路１２２およびＡ
／Ｄ変換回路１２３を介してマイクロプロセッサ１１１に入力される。マイクロプロセッ
サ１１１は、その入力信号に基づいて駆動回路１２１に制御信号を出力する。駆動回路１
２１は、その制御信号に基づいて絞りアクチュエータ１１３を駆動する。
【００２４】
　撮像光学系を通過した光学像は、撮像素子１１６における光電変換により電気信号（ア
ナログ信号）に変換される。そしてアナログ信号は、Ａ／Ｄ変換回路１１７によりデジタ
ル信号に変換され、信号処理回路１１８に入力される。信号処理回路１１８は、入力され
た電気信号（デジタル信号）に対して各種の画像処理を施すことにより、画像の露出状態
を表す輝度信号情報の生成や記録可能なデータ形式への変換が行われる。その後、信号処
理回路１１８からの出力信号（映像信号）が記録部１５０に送られ、その映像信号が記録
部１５０で記録される。
【００２５】
　次に、図２および図３を参照して、レンズ移動用モータであるステッピングモータ１０
７、１０８（ＰＭ型２相ステッピングモータ）の構造について説明する。図２は、ステッ
ピングモータを側面からカットした状態で内部を可視化した図である。図２において、４
１はモータの出力軸であるシャフト、４２はシャフト４１と一体に取り付けられたマグネ
ットロータである。シャフト４１は、ケース４０Ａに設けられた軸受４３Ａと、反対側の
４０Ｂに設けられた軸受（不図示）により回転可能に支持されている。また、ケース４０
Ｂ内にはコイルを巻いたボビン４４Ａ、４４Ｂが配設され、さらにその内部には、くし歯
状のステータ４５Ａ、４５Ｂ、４５Ｃ、４５Ｄが取り付けられている。
【００２６】
　本実施例のステッピングモータは、１ステップが９度のモータであり、この場合、ロー
タ４２には１０極対のＮ－Ｓ極が着磁されている。また、ステータ４５Ａ、４５Ｂ、４５
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Ｃ、４５Ｄはそれぞれ、９度の角度差を有し、軸方向に重ね合わされている。また、ボビ
ン４４Ａ、４４Ｂに巻かれているコイルは、ステータ４５Ａ、４５Ｂ、４５Ｃ、４５Ｄの
くし歯に磁極を形成する（励磁電流を流す）ために設けられている。ボビン４４Ａに巻か
れているコイルをＡ相と呼び、ステータ４５Ａ、４５Ｂのくし歯を励磁する。また、ボビ
ン４４Ｂに巻かれているコイルをＢ相と呼び、ステータ４５Ｃ、４５Ｄのくし歯を励磁す
る。
【００２７】
　続いて図３を参照して、ステッピングモータの回転の原理について説明する。図３は、
２相励磁駆動の場合におけるステータおよびロータの磁極位置の説明図である。まず、図
３（ａ）は、ボビン４４ＡのコイルＡ相と、ボビン４４ＢのコイルＢ相に順方向へ電流を
流した場合を示している。このとき、ステータ４５ＡはＮ極、ステータ４５ＢはＳ極、ス
テータ４５ＣはＮ極、および、ステータ４５ＤはＳ極にそれぞれ磁化されている。この状
態でステータのＳ極位置に着目すると、Ｓ極の中心はステータ４５Ｂ、４５Ｄの相互中心
である図中のＰ１、Ｐ２となり、ロータのＮ極位置がこれに対向する位置で安定している
。
【００２８】
　次に、図３（ｂ）は、図３（ａ）の状態のコイルＢ相の励磁はそのままで、ボビン４４
ＡのＡ相に流す電流を逆方向へ切り換えた状態を示している。ここでは、ステータ４５Ａ
がＳ極に変化し、ステータ４５ＢがＮ極に変化する。このため、Ｓ極の中心Ｐ１、Ｐ２と
もに９度だけ移動し、これに伴い対向するロータのＮ極も９度移動する。同様に、図３（
ｃ）および図３（ｄ）に示されるように、電流を流すコイルの相を切り換えることで、Ｓ
極の中心を９度毎に移動させることができ、ロータを９度ずつ移動（回転）させることが
可能となる。
【００２９】
　＜基準位置センサの説明＞
　前述のように、ステッピングモータは入力された駆動信号の１パルスに対して予め決め
られた角度だけ回転する。このため、所望の回転角度に対応した駆動パルス数を入力する
ことにより、可動部であるレンズ（ズームレンズ１０２、フォーカスレンズ１０４）を目
的位置まで移動させることができる。ただし、ステッピングモータで扱われる位置制御は
オープンループ制御方式である。このため、相対的な位置制御を行うしかない。そこで絶
対位置を検出する必要がある場合には、予め絶対位置としての基準位置を決定しておき、
この基準位置からの相対位置制御を行うことで、移動後の絶対位置を把握するように構成
する。
【００３０】
　本実施例において、ステッピングモータ１０７、１０８によりズームレンズ１０２およ
びフォーカスレンズ１０４をそれぞれの目標位置に移動させる場合、まず撮像装置１００
の起動時に、レンズ位置を所定の基準位置に設定する必要がある。この処理をレンズ基準
位置設定処理と呼び、具体的な処理は、例えばレンズ位置制御部としてのマイクロプロセ
ッサ１１１のレンズ位置カウンタを規定値に設定することにより行われる。レンズ基準位
置設定処理の完了後、現在位置から目標位置までレンズを移動させるために必要なパルス
数の駆動信号をステッピングモータ１０７、１０８に入力することにより、レンズ位置の
移動制御が行われる。このため、撮像装置１００には、ズームレンズ１０２およびフォー
カスレンズ１０４のそれぞれが基準位置に配置されている否かを検出するレンズ位置検出
センサ（出力手段）が設けられている。本実施例では、レンズ位置検出センサとして光学
式のフォトインターラプタが用いられているが、これに限定されるものではない。例えば
、容量センサや磁気センサを用いてもよい。
【００３１】
　図４および図５は、本実施例におけるレンズ位置検出センサの構成図である。レンズ位
置検出センサは、発光素子２０１と受光素子２０２とが対向配置されたフォトインターラ
プタ１０９（フォトインターラプタ１１０）、および、遮光部１０５ｂ(遮光部１０６ｂ)
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を備えて構成されている。フォトインターラプタ１０９、１１０それぞれの発光素子２０
１と受光素子２０２との間の光路には、レンズ保持枠１０５、１０６に設けられた遮光部
１０５ｂ、１０６ｂが入り込むように構成されている。遮光部１０５ｂ、１０６ｂは、レ
ンズが光軸方向と平行に移動するのに伴って一体的に移動する。このようにレンズ検出手
段は、発光素子２０１、受光素子２０２、および、発光素子２０１と受光素子２０２との
間に配置された遮光部１０５ｂ、１０６ｂを備える。発光素子２０１からの光量の少なく
とも一部を遮光部１０５ｂ、１０６ｂにより遮光して受光素子２０２に到達する光量を変
化させ、この光量に応じてレンズの位置を検出する。
【００３２】
　フォトインターラプタ１０９、１１０の発光素子２０１および受光素子２０２は、光路
幅のうちどの程度の領域を遮光しているかが識別可能なように、遮光部１０５ｂ、１０６
ｂの遮光面積の変化方向に対して広く検出範囲を持つように構成されている。また受光素
子２０２の出力信号としては、受光素子２０２の受光光量に応じた電圧レベルの出力信号
が出力される。このため、出力電圧レベルを監視することにより、遮光部１０５ｂ、１０
６ｂによるフォトインターラプタ１０９、１１０の遮光状態を検出（把握）することがで
きる。
【００３３】
　このように本実施例では、フォトインターラプタ１０９、１１０と遮光部１０５ｂ、１
０６ｂのそれぞれの一対によりレンズ位置検出センサ（出力手段）が構成される。レンズ
位置検出センサは、レンズの基準位置を検出するために用いられる基準位置情報、および
、レンズの振動状態を検出するために用いられる振動状態情報を出力する。マイクロプロ
セッサ１１１は、基準位置情報に基づいてレンズの基準位置を検出し、振動状態情報に基
づいてレンズの振動量が低減するように駆動信号を補正する。
 
【００３４】
　次に、レンズ基準位置およびレンズ振動状態それぞれの検出方法について説明する。特
に、遮光部１０５ｂ、１０６ｂ（遮光壁）の形状、および、出力電圧レベルの監視方法に
ついて詳述する。図６は、レンズ基準位置およびレンズ振動状態の両方を検出するための
レンズ位置検出センサの構成図である。レンズの移動量に対するセンサ出力電圧の変化率
は、遮光部１０５ｂ（遮光部１０６ｂ）の傾斜度で決定される。遮光部１０５ｂ、１０６
ｂはそれぞれ、レンズ基準位置およびレンズ振動状態の両方を検出するため、２つの異な
る傾きを有する部位を備えて構成される。具体的には、遮光部１０５ｂ、１０６ｂはそれ
ぞれ、急峻な傾きの部位（第１検出範囲４０１）、および、第２検出範囲４０１における
傾きに比べてなだらかな傾きの部位（第２検出範囲４０２、４０３）を備える。
【００３５】
　第１検出範囲４０１においてレンズの基準位置情報が得られ、第２検出範囲４０２、４
０３においてレンズの振動状態情報が得られる。このため、レンズの移動量に対して、基
準位置情報は第１の変化率を有し、振動状態情報は第１の変化率と異なる第２の変化率を
有する。本実施例において、基準位置情報の第１の変化率は、振動状態情報の第２の変化
率よりも大きい。
【００３６】
　まず、レンズ基準位置の検出方法について説明する。図６中の検出範囲４０１の遮光境
界部分は、図４に示されるような形状となっている。すなわち、僅かなレンズ移動に対し
て、発光素子２０１と受光素子２０２との間を通過する光量のほぼ全てを遮光するか遮光
しないかが明確に切り分けられるように、遮光境界部分は急峻な傾きを有する（急峻に変
化する）形状を備えている。また、この遮光境界部分は、レンズの可動領域においてほぼ
中間位置付近を境界としてセンサ出力が変化するように配置されている。
【００３７】
　遮光部１０５ｂは、ズームレンズ１０２の位置が、基準位置を境界として望遠側または
広角側のいずれに位置するかのゾーン判定ができるように構成されている。また遮光部１
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０６ｂは、フォーカスレンズ１０４の位置が、基準位置を境界として遠距離物体に対して
合焦する位置にあるかまたは至近物体に対して合焦する位置にあるかのゾーン判定ができ
るように構成されている。このようなゾーン判定は、フォトインターラプタの出力値が所
定の閾値電圧ＴＨを超えているか否かにより行われる。これにより、撮像装置１００（カ
メラ）の主電源を入れた際に実施されるレンズ基準位置検出処理において、現在のレンズ
位置から見ていずれの方向に基準位置があるかを判定し、基準位置があると判定した方向
へレンズを移動することが可能となる。
【００３８】
　このとき、フォトインターラプタ１０９、１１０の出力電圧をマイクロプロセッサ１１
１のＡ／Ｄ変換部で取り込む。そして、遮光の有無を判定するため、フォトインターラプ
タ１０９、１１０の出力電圧範囲の約１／２の電圧レベルを閾値ＴＨとして設定する。設
定した閾値ＴＨに対して出力電圧が大きいか小さいかに応じて、「１」、「０」の２値化
判定が行われて判定信号（基準位置情報）が生成される。その後、この判定信号を監視し
ながらレンズを移動させて、判定信号の切り換わり位置がレンズ基準位置として設定され
る。
【００３９】
　＜振動量検出の説明＞
　次に、レンズ振動状態の検出方法について説明する。フォトインターラプタ１０９、１
１０の検出位置が図６中の検出範囲４０２、４０３にある場合、遮光状態は図５に示され
るような関係になっている。
【００４０】
　レンズ振動状態の検出が前述のレンズ基準位置の検出と異なるのは、遮光部上に形成さ
れた遮光壁の切り欠き部の形状である。レンズ基準位置を検出する場合、レンズ基準位置
を正確に検出するため、微小なレンズ移動量に対しても急激に（第１の変化率で）フォト
インターラプタの出力が変化するように、レンズ移動方向に対して略垂直に切り欠き部が
形成されている。一方、レンズ振動量を検出する場合には、所定のレンズ移動範囲に亘り
レンズ位置の微小な揺らぎ量を正確に検出する必要がある。このため、レンズ移動量に対
して一定の変化率でフォトインターラプタ出力が変化するように、切り欠き部はなだらか
な（第２の変化率の）勾配形状となっている。
【００４１】
　なお本実施例において、遮光壁の切り欠き部の勾配形状は、レンズ移動量に対して一定
の変化率でフォトインターラプタ出力が変化するように形成されているが、これに限定さ
れるものではない。例えば、その変化特性が既知である場合、曲線特性などのいずれの特
性であっても、その既知の変化特性と検出レベルとを比較することで所望の振動量検出が
可能である。さらに、切り欠き部を設けなくとも１枚の透明板の中で遮光処理を施すこと
で、第１の変化率の勾配形状と第２の変化率の勾配形状を有するように構成してもよい。
また、前述のレンズ基準位置の検出の場合と同様に、フォトインターラプタ１０９、１１
０の出力電圧は、マイクロプロセッサ１１１のＡ／Ｄ変換部で取り込まれる。ただしレン
ズ振動量を検出する場合、この出力電圧をアナログ的にリニアな値として扱う。
【００４２】
　次に、図６を参照して、前述のレンズ位置検出センサから得られるレンズ位置の移動量
情報に基づき、レンズの振動量を検出し、レンズ振動量が小さくなるようにステッピング
モータの各相に与える駆動信号を補正する方法について説明する。
【００４３】
　図６の下図は、レンズ位置検出センサの出力波形（出力特性）であり、横軸はレンズ位
置、縦軸はフォトインターラプタ出力を示している。図６中の破線Ａの特性は無振動状態
の理想的な出力特性であり、実線Ｂの特性はレンズ振動が存在する場合の出力特性である
。無振動状態の理想的な場合である破線Ａの特性は略直線的に（一定の変化率で）変化し
ている。一方、レンズ振動が存在する場合である実線Ｂの特性は、破線Ａの特性を中心と
して所定量の揺らぎをもった変化を示す。これら２つの波形には明らかに有意差があり、
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ステッピングモータの振動量は出力波形の歪み量として表わされる。このため、破線Ａの
特性に対する実線Ｂの特性の差分量を求めることにより、レンズの振動量が最小となる状
態を知ることができる。本実施例では、振動状態情報の第２の変化率は一定の変化率であ
り、マイクロプロセッサ１１１は、レンズが一定の速度で移動している間、所定の時間間
隔ごとに振動状態情報を取得し、第２の変化率が一定になるように駆動信号を補正する。
【００４４】
　本実施例では、駆動パルスに同期してレンズを移動させる駆動モータとしてステッピン
グモータが用いられているが、これに限定されるものではない。レンズの振動量を検出可
能なＤＣモータやボイスコイルモータ（ＶＣＭ）などの他の種類のアクチュエータを用い
ることもできる。また、ステッピングモータの駆動方式は限定されるものではなく、マイ
クロステップ駆動方式だけでなく、１－２相駆動方式や２－２相駆動方式を用いてもよい
。
【００４５】
　＜処理ＳＴＥＰの説明＞
　次に、レンズの振動量を検出し、レンズ振動量が小さくなるようにステッピングモータ
の各相に与える駆動信号を補正する処理手順について詳述する。図７は、撮像装置１００
におけるレンズ基準位置の検出動作を示すフローチャートである。図８は、撮像装置１０
０におけるレンズ振動量を検出し、ステッピングモータの各相に与える駆動信号の補正動
作を示すフローチャートである。図９は、ステッピングモータの駆動波形補正による振動
低減効果を、位相補正の補正角について示す特性図である。図１０は、ステッピングモー
タの駆動波形補正による振動低減効果を、位相補正の補正角および駆動速度について示す
特性図である。
【００４６】
　まず、図７のフローチャートを参照して、レンズ位置検出センサから得られるレンズ位
置情報に基づいてレンズ基準位置を検出する動作について説明する。図８に示される各動
作は、マイクロプロセッサ１１１の指令に基づいて実行される。撮像装置１００の電源が
投入されると、マイクロプロセッサ１１１が一連の初期化処理を行った後、レンズ基準位
置を求めるため、図７に示されるレンズ基準位置の検出処理ルーチン（基準位置検出処理
ルーチン）が呼び出される。図７において、まずズームレンズ１０２の基準位置を設定す
るため、ステップＳ１０１でフォトインターラプタ１０９の出力ＰＩｏｕｔをゾーン判定
の閾値電圧ＴＨと比較する。この比較結果に基づいて、現在のレンズ位置が基準位置検出
点から見て望遠側または広角側のいずれに位置するかが判定される。そして、基準位置Ｐ
０に向かって駆動するためのレンズ駆動方向を決定し、ステップＳ１０２にてレンズ駆動
を開始する。
【００４７】
　続いてステップＳ１０３において、マイクロプロセッサ１１１はフォトインターラプタ
１０９の出力レベルがＨｉｇｈからＬｏｗ、またはＬｏｗからＨｉｇｈへの変化する基準
位置Ｐ０に到達するタイミングを常時検出し続ける。通常、基準位置Ｐ０は、フォトイン
ターラプタ１０９の出力レベルがＨｉｇｈからＬｏｗ、またはＬｏｗからＨｉｇｈのいず
れか一方に切り換わる位置に統一されている。機械的な位置誤差などを無くして高精度に
決定する必要がある場合には、最終的に基準位置を検出する際の回転方向も一意に決めら
れている。図６の例において、基準位置Ｐ０は、フォトインターラプタの出力ＰＩｏｕｔ
が増加する方向にレンズを移動させた場合にＨｉｇｈからＬｏｗに切り換わる点として決
められている。ステップＳ１０３にて基準位置Ｐ０が検出されると次のステップＳ１０４
に進み、駆動停止処理や内部位置カウンタの設定処理を行い、基準位置の検出処理は完了
する（基準位置設定完了）。
【００４８】
　次に、図８のフローチャートを参照して、レンズ位置検出センサの出力からレンズ振動
量を検出し、このレンズ振動量に基づいてステッピングモータの各相に与える駆動信号を
補正し、レンズ振動量が最小となる補正値を算出する動作について説明する。図８に示さ
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れる各動作は、マイクロプロセッサ１１１の指令に基づいて実行される。
【００４９】
　図８の補正処理１のフローチャートにおいて、まずステップＳ２０１で、レンズ駆動速
度ＳＰの設定と駆動補正値を無補正とする初期値Ａ０に設定する。検出時のレンズ駆動速
度ＳＰとしては、補正処理中に駆動速度を変更しながら適切な速度を決定してもよい。た
だし、処理時間を短縮するため、予めステッピングモータの振動量がレンズ位置検出手段
にて良好に検出可能なレベルとなる速度を求めておくのが好ましい。特に、レンズ振動量
が大きくかつ補正値の変化で振動量の変化が著しい速度を設定するのが適切である。
【００５０】
　ステップＳ２０１にて初期設定が完了すると、続いてステップＳ２０２において、レン
ズ駆動を開始する。本実施例のレンズ位置検出センサは、一対のフォトインターラプタお
よび遮光部を備えて構成されている。その検出出力は、レンズ移動量に対して一定の増減
率（変化率）で変化し、レンズを一定速度で移動させた状態で所定時間ごとにレンズ位置
検出センサの出力を取得し、その増減率の安定度によりレンズ振動量を判定する。
【００５１】
　次のステップＳ２０３では、振動量の検出時にレンズ駆動速度を一定で安定した状態に
保つため、駆動開始後に加速時間を経て、所定の設定速度に安定したか否かが判定される
。設定速度に安定するまでこの判定は繰り返される。ここまでで本フローの準備段階が完
了し、続いてレンズ振動量の検出および補正値の調整が行われる。ステップＳ２０３にお
いて設定速度に安定したと判定されると、次のステップＳ２０４において基準時間Ｔが経
過したか否かが判定される。基準時間Ｔは、フォトインターラプタの出力から得られる、
無振動時の理想的な状態の出力変化量と、レンズの振動が存在する場合の出力変化量との
比較に必要な時間である。
【００５２】
　図１３は、フォトインターラプタの出力とレンズ位置の関係図である。図１３に示され
るように、基準時間Ｔを用いて一定の駆動速度で移動しているレンズにおいて、理想的な
無振動駆動であれば、一定時間内に変化するフォトインターラプタの出力変化量はある一
定値で安定している。一方、実際のレンズ駆動では、振動量に応じてフォトインターラプ
タの出力変化量に揺らぎ（Ｐ０、Ｐ１、Ｐ２）が発生するため、理想値と測定値との差分
から振動量を判定することができる。
【００５３】
　ステップＳ２０４にて基準時間Ｔが経過すると、ステップＳ２０５においてレンズ位置
検出センサからフォトインターラプタの出力ＰＩｏｕｔを取得する。続いてステップＳ２
０６において、前回取得したフォトインターラプタの出力ＰＩｏｕｔとの差分から、今回
の基準時間当たりに変化した変化量Ｐｎを算出する。その後、ステップＳ２０７において
、基準時間当たりの理想変化量とステップＳ２０６で算出した変化量Ｐｎ（測定変化量）
との差分ΔＬｎを算出する。
【００５４】
　続いてステップＳ２０８では、補正量を徐々に変化させていくことで最適補正値を決定
する過程において必要な、補正値を変化させる方向（補正方向）が決定されているかを判
定する。補正開始時点では、まだ最適補正値の方向が決定されていないため、ステップＳ
２０９においてレンズ移動量の差分ΔＬｎの変化を複数回サンプリングすることで、補正
値の変化に対して差分ΔＬｎが小さくなる方向を求める。そしてステップＳ２１０におい
て補正方向を決定する。また、ステップＳ２１１にてカウンタ値ｎを１だけ増加させ、ス
テップＳ２１２にて補正値Ａｎを設定する。その後、ステップＳ２０４に戻る。なお本実
施例では、サンプリング回数が２より大きい値としているが、これに限定されるものでは
ない。判定時の信頼度や要求される判定精度に応じて、適宜、サンプリング回数を変更し
てもよい。
【００５５】
　続いて、補正方向が決定した後の処理フローについて説明する。ステップＳ２０８にお
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いて補正方向が決定されている場合、ステップＳ２１３に進む。ステップＳ２１３では、
今回求められたフォトインターラプタの出力変化量の差分ΔＬｎと、一つ前の補正値に対
するフォトインターラプタの出力変化量の差分ΔＬｎ－１とを比較し、モータの個体特性
に対する最適な補正値を見出す。ステップＳ２１３において、今回の差分ΔＬｎが前回の
差分ΔＬｎ－１以下である場合、ステップＳ２１１に進む。一方、今回の差分ΔＬｎが前
回の差分Ｌｎ－１よりも大きい場合（ΔＬｎ＞ΔＬｎ－１）、ステップＳ２１４に進む。
ステップＳ２１４では、過去の保存データである差分ΔＬｎのなかから最小の差分が得ら
れたときの補正値Ａ（ｎ－１）を求め、この補正値Ａ（ｎ－１）を最適な補正値として決
定し、本補正処理１を終了する。なおステップＳ２１３においては、一度の差分ΔＬｎの
増加により判定してもよいが、前後の複数データの遷移状況を見て判定することにより最
適補正値の算出精度を高めることができる。
【００５６】
　以上のように、本実施例では、レンズ基準位置を設定する処理と、レンズ振動量を検出
してレンズ振動量が小さくなるようにステッピングモータの各相に与える駆動信号の最適
補正量を算出する処理は、同一のレンズ位置検出センサを用いて実施可能である。また、
これらの処理を実施するには、レンズを所定位置まで移動する必要があり撮影者の意図し
ない画像となる恐れがある。このため、本処理中は撮影画像を出力停止とし、また２つの
検出処理を同時またはシーケンシャルに実施することにより処理時間の短縮を図ることが
でき、撮影者に違和感を与えることなく実施可能となる。
【００５７】
　実際に、補正値Ａｎを徐々に変化させて測定した「補正値（位相差）－振動量」の変化
特性を図９に示す。図９中の実線と破線は、２つのモータサンプルの測定値を表わしてい
る。この測定結果からも、補正値である位相差を、振動量が減少する方向に向けて徐々に
変化させていきながら最小点を探すことで、最適な補正値を算出することが可能であるこ
とが分かる。このように、本実施例の補正処理により、モータの個体特性に合わせた最適
な補正値を算出し、モータが発する振動量の低減化を図ることができる。
【００５８】
　図１０は、駆動周波数に対する振動量の特性図であり、本実施例の補正処理により実測
した、ＰＭ型２相ステッピングモータの２つの励磁相間の位相を補正した場合の軽減効果
を示している。その効果は、駆動速度の全域に亘り有効であることが示されており、特に
ピークポイントである駆動速度９００ｐｐｓ付近における振動量が、約１／４にまで低減
されていることが分かる。
【実施例２】
【００５９】
　次に、図１１、図１２、および図１４を参照して、本発明の実施例２における、ステッ
ピングモータの各相に与える駆動信号の補正による振動低減方法について説明する。図１
１は、撮像装置１００におけるレンズ振動量を検出し、ステッピングモータの各相に与え
る駆動信号の補正動作を示すフローチャートである。図１２は、レンズ基準位置およびレ
ンズ振動状態の両方を検出するためのレンズ位置検出センサの構成図である。図１４は、
フォトインターラプタの出力とレンズ位置の関係図である。
【００６０】
　本実施例は、図６に示されるレンズ位置検出センサに代えて、図１２に示されるレンズ
位置検出センサが用いられる点で、実施例１とは異なる。それ以外の構成については実施
例１と同様であるため、それらの説明は省略する。このため本実施例では、レンズ位置検
出センサにおける遮光部の形状の差異、および、フォトインターラプタの出力によるレン
ズ振動量の検出方法における差異について説明する。また本実施例は、複数の補正項目を
同時に補正して更なるモータ振動量の低減を実現する構成であり、各補正項目の最適補正
値を決定するまでの処理手順を中心に説明する。
【００６１】
　まず、図１２のフォトインターラプタと遮光部の構成において、実施例１と異なる点は
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、遮光部の形状とその形状変更に伴う現在位置から見た基準位置方向の判定方法である。
実施例１では、ズームレンズおよびフォーカスレンズの位置が基準位置を境界としていず
れの側にあるかを、ゾーン判定の閾値電圧ＴＨに基づいて判定するように構成されている
。一方、本実施例の遮光部１０５１ｂ（１０６１ｂ）、１０５２ｂ（１０６２ｂ）は、検
出範囲５０１に対して対称な検出範囲５０２、５０３を有する。このため、レンズを移動
させた際にフォトインターラプタ出力が低下する移動方向へレンズを移動することにより
基準位置の検出が可能である。
【００６２】
　フォトインターラプタの出力によるレンズ振動量の検出方法に関し、実施例１ではレン
ズを一定速度で移動させた状態で、基準時間Ｔの一定時間間隔でフォトインターラプタ出
力をサンプリングし、その移動量の安定度から振動量を求めている。一方、本実施例では
、図１４に示されるように、無振動状態でのレンズ位置におけるフォトインターラプタの
出力の基準特性データを予め記憶する。そして、実際にレンズを駆動した時のレンズ位置
に対するフォトインターラプタの出力データと基準特性データとの差分（Ｐ０、Ｐ１、Ｐ
２）により、レンズ振動量を判定することができる。このため、本実施例の検出方法によ
れば、一定の基準時間Ｔを用いることなく、レンズ振動量の検出が可能である。
【００６３】
　次に、図１１のフローチャートを参照して、レンズ振動量を検出し、レンズ振動量が小
さくなるようにステッピングモータの各相に与える駆動信号を補正する処理手順について
説明する。図１１中のステップＳ３０１乃至Ｓ３０６における処理は、実施例１のステッ
プＳ２０１乃至Ｓ２０６における処理とそれぞれ同等であるため、それらの説明は省略す
る。
【００６４】
　続いてステップＳ３０７では、既定数Ｎデータ（本実施例では１０データ）の取得完了
まで繰り返し測定を実施するため、ステップＳ３０４へのループ処理が行われる。既定数
のデータの取得が完了すると、ステップＳ３０８では、取得したＮデータにおける分散σ
ｎを式（１）により算出する。
【００６５】
　　σｎ＝√（１／Ｎ・Σ（Ｐｎ－Ｐａｖｅ）＾２）　…　（１）
ここで、ＰａｖｅはＮデータの平均値である。
【００６６】
　続いてステップＳ３０９において、複数存在する制御補正項目を選択する。本実施例で
は、補正項目をＡ補正とＢ補正の２項目から選択するように構成されている。ただしこれ
に限定されるものではなく、３項目以上のなかから選択するように構成してもよい。
【００６７】
　ステップＳ３０９にて、補正項目Ａが補正調整対象となっている場合にはステップＳ３
１０へ進む。ステップＳ３１０では、今回の分散値σｎと前回の分散値σｎ－１とを比較
する。ここでσｎ≦σｎ－１の場合、ステップＳ３１１、Ｓ３１２に進み、次の補正値の
評価を繰り返す。一方、σｎ＞σｎ－１の場合、最適な補正値を超えたと判定し、ステッ
プＳ３１３に進み、前回の補正値Ａ（ｎ－１）を最適な補正値として決定し、補正項目Ａ
の補正調整を完了する。なお、このステップでの値を比較する前提として、補正値を変化
させる方向の判定処理が行われた上で、補正値は最適値へ向かって補正調整されているも
のとする。
【００６８】
　一方、ステップＳ３０９にて、補正項目Ｂが補正調整対象となっている場合にはステッ
プＳ３２０へ進む。ステップＳ３２０では、今回の分散値σｎと前回の分散値σｎ－１と
を比較する。ここでσｎ≦σｎ－１の場合、ステップＳ３２１、Ｓ３２２に進み、次の補
正値の評価を繰り返す。一方、σｎ＞σｎ－１の場合、最適な補正値を超えたと判定し、
ステップＳ３２３に進み、前回の補正値Ｂ（ｎ－１）を最適な補正値として決定し、補正
項目Ｂの補正調整を完了する。
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【００６９】
　続いてステップＳ３３０では、複数存在する制御補正項目の全てにおいて補正調整が完
了したか否かを判定する。補正調整が未完了と判定された場合、ステップＳ３３１に進み
、未完了である補正調整項目に補正対象を切り換え、以後、同様に最適値を算出する処理
を繰り返す。補正調整が完了したと判定された場合、補正処理２のフローは終了する。
【００７０】
　本実施例では、ステッピングモータの複数の励磁相に印加する励磁信号（励磁電流信号
、励磁電圧信号）に対して、補正項目Ａでは相間の電流波形または電圧波形の位相差（各
相の励磁信号の位相）を補正する。また、補正項目Ｂでは相間の電流波形の振幅比（各相
の励磁信号の振幅）を補正する。また、その他の補正項目として、ステッピングモータに
与える各相の励磁信号（励磁電流信号または励磁電圧信号）を正弦波等の三角関数形状に
なるように、すなわち０度位置に対する１８０度位置をずらした三角関数波形に補正する
こともできる。このような補正により、モータ振動を効果的に低減させることが可能であ
る。
【実施例３】
【００７１】
　次に、図１５を参照して、本発明の実施例３における、レンズ振動量を検出し、ステッ
ピングモータの各相に与える駆動信号の補正による振動低減方法について説明する。本実
施例はフォトインターラプタの出力からレンズ振動量を検出する際に、レンズ振動量のみ
を正確に抽出することができる点で、実施例１、２とは異なる。他の基本的構成は実施例
１、２と同様であるため、それらの説明は省略する。
【００７２】
　レンズ位置検出手段から得られる振動量情報には、モータ振動に起因するレンズ振動成
分の他に、レンズ移動中に発生するフォトインターラプタと遮光部の機械的ガタツキ等に
起因する出力変動成分などモータ振動に起因しない振動成分も含まれる場合がある。本実
施例では、これら複数の要素が複合されたレンズ位置検出手段から得られる振動量情報か
ら、モータ振動に起因するレンズ振動成分を抽出するため、図１５に示されるようなＦＩ
Ｒ（Ｆｉｎｉｔｅ　Ｉｍｐｕｌｓｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ）フィルタが用いられる。
【００７３】
　例えば、ステッピングモータの駆動速度を１－２相駆動換算で８００ｐｐｓ（ｐｕｌｓ
ｅ　ｐｅｒ　ｓｅｃｏｎｄ）として回転させている場合、モータ駆動に起因するレンズ振
動は約２００Ｈｚとなる。このため、約２００Ｈｚを中心周波数とするバンドパスフィル
タＢＰＦを通過させ抽出して得られた振動成分のみに注目する。そして、前述の補正手順
に従って振動量が低減するようにステッピングモータの駆動信号を補正することで、使用
するモータの個体特性に適合した補正制御が実現できる。なお本実施例では、ＦＩＲデジ
タルフィルタを用いて帯域抽出を行っているが、これに限定されるものではない。他のデ
ジタルフィルタや、アナログフィルタ、その他の帯域抽出が可能なフィルタ手段を用いる
こともできる。
【００７４】
　上記各実施例によれば、モータの製造バラツキ誤差や、モータ駆動回路のバラツキ誤差
などが原因でモータ振動が発生する場合でも、モータおよび駆動回路の個々の特性に合わ
せた最適な補正制御を行うことができる。特に、モータ振動量の低減と停止位置精度の向
上を実現する制御方法において、モータ個々の電気角誤差量に基づくランク情報を予め求
めて記憶する工程を必要とせず、電気角誤差量が初期の特性から変化した場合にも最適な
補正を行うことができる。また、モータ個々の電気角誤差量に基づくランク情報と、モー
タを制御する機器側とのランク情報の関連付け行為を必要とせずに、モータおよび駆動回
路の個体特性に合わせた最適な補正制御が可能となる。また、最適な補正制御を実施する
にあたり、その目的のために補正対象の振動量を計測する計測手段を新たに装備せず、既
存の検出手段を流用し代用することで、制御装置のコストを増大させることなく最適な補
正制御が実現できる。このため、上記各実施例によれば、低コストでモータ振動に対する
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最適な補正制御が可能なモータ制御装置を提供することができる。
【００７５】
　以上、本発明の好ましい実施形態について説明したが、本発明はこれらの実施形態に限
定されず、その要旨の範囲内で種々の変形及び変更が可能である。
【００７６】
　例えば、マイクロプロセッサは、レンズの基準位置を検出する初期化処理の間に振動状
態情報を取得するように構成してもよい。
【符号の説明】
【００７７】
１０２：ズームレンズ
１０４：フォーカスレンズ
１０５ｂ、１０６ｂ：遮光部
１０７、１０８：ステッピングモータ
１０９、１１０：フォトインターラプタ
１１１：マイクロプロセッサ
１１９、１２０：ステッピングモータ駆動回路
２０１：発光素子
２０２：受光素子

【図７】 【図９】

【図１０】
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